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	事理弁識能力を欠く常況にあるＸは、家庭裁判所で後見開始の審判を受け、Ｙが成年後見人となった。この場合、ＸがＹの同意なしに単独で近所のスーパーで日用品を購入した行為は取消すことができる。（1-①）
	事理弁識能力が著しく不十分であるＸは、家庭裁判所で保佐開始の審判を受け、Ｙが保佐人となった。その後、Ｘは、自己の所有する不動産をＹの同意なしに第三者Ｚに売却した。Ｘが売却した不動産の価格が適正であったとしても、Ｙは当該行為を取消すことができる。（1-②）
	事理弁識能力が不十分であるＸは、家庭裁判所で補助開始の審判を受け、Ｙが補助人となった。この場合、家庭裁判所はＸが贈与を受けることについてもＹの同意が必要であると定めることが可能である。（1-③）
	１７歳のＸが、オートバイの販売店Ｙで原動機付自転車を購入した。その際、Ｘは、原動機付自転車の購入に同意する旨のＸの両親の同意書をＹに提示したが、その同意書はＸが偽造したものであり、実際にはＸは両親の同意を得ていなかった。この場合、Ｘの両親は当該売買契約を取消すことができる。（1-④）
	制限能力者か否かを調査することができるよう、成年後見登録制度が設けられており、法務局で法定後見制度に関する事項について、取引の相手方は自由に登記事項証明書を請求することができる。（1-⑤）
	ＸはＹとの間でＸが所有するマンションをＹに売却する内容の売買契約を締結した。Ｘが成年被後見人であった場合、本件契約につき事前に、成年後見人Ａの同意を得ていたとしても、Ｘは本件契約を取消すことができる。（2-ア）
	ＸはＹとの間でＸが所有するマンションをＹに売却する内容の売買契約を締結した。Ｘが被保佐人であった場合、本件契約につき事前に、保佐人Ｂの同意を得ていたとしても、Ｘは本件契約を取消すことができる。（2-イ）
	ＸはＹとの間でＸが所有するマンションをＹに売却する内容の売買契約を締結した。Ｘが被保佐人であった場合、保佐人Ｂは本件契約につき、当然にＸを代理することができる。（2-ウ）
	ＸはＹとの間でＸが所有するマンションをＹに売却する内容の売買契約を締結した。Ｘが成年被後見人であり、契約締結時に意思能力がない状態であった場合には、成年後見人Ａの同意を得ていたとしても、本件契約は無効となる。（2-エ）
	ＸはＹとの間でＸが所有するマンションをＹに売却する内容の売買契約を締結した。Ｘが被保佐人である場合において、契約締結にあたり、Ｘは自己が能力者である旨をＹに信じさせるため詐術を用いた。この場合、保佐人Ｂの事前の同意がなくても、Ｘは本件契約を取り消すことができない。（2-オ）



